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一変更前 一

景観計画区域 (景観づくり重点地区を除<) において、 以下に定める行為を行う場合は、 景観

法及び景観条例に基づき、 市 長への届出が必要となります。

各ソーンの届出対象行為

届出対象行為

届出対象規模(景観づ<り重点地区を除< )

水と録を活かすソーン 安全で快適な住まいソーン 商業にぎわいソーン

建案物の建案など

建築物の新築、 増築、

改築又は移転

建築物の外観を変更

す る こ と と な る 修 繕

若 し く は 模 様 替 又 は

色彩の変更※ '

高さが10mを

超えるもの

高さが15mを

超えるもの

高さが10mを

超えるもの

敷地面積※ 2 が 500 m'以上のもの

エ作物の建設など
工作物の新設、 増設、

改築又は移転

工作物の外観を変更

す る こ と と な る 修 繕

若 し く は 模 様 替 又 は

色彩の変更※ '

高 さ が 1 0 m を

超えるもの

ただし※3については

高さが15mを超えるもの

高 さ が 1 5 m を

超えるもの
高 さ が 1 0 m を

超えるもの

ただし※3については

高さが15mを超えるもの

開発行為
土地の面積が500 m2 以上

のもの

屋外における土石、

廃案物、再生資源

その他の物件の雄積

( 高 さ 1 m 以 上 の も
の)

物件の堆積に係る土地の

面積が500 m2以上のもの

又は堆積の高さが1 . 5 m を

超えるもの

※ 1  外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更・・・当該修繕などの対象となる面積が

各立面の面積の3分の1を越えるもの

※ 2  同一の者が当該行為を複数の隣接する敷地において行うときにあっては、敷地面積はその敷地の面積

の合計とする。 ( 面 積 が 5 0  0㎡以上の開発区域における建築行為は届出対象となる)

※ 3  旗ざお並びに、架空電線路用のもの、電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安

通信設備用のもの及び電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者の電気通信用のもの

一変更後一

景観計画区域 (景観づくり重点地区を除く) において、 以下に定める行為を行う場合は、 景観

法及び景観条例に基づき、市長への届出が必要となります。

各ソーンの届出対象行為

届出対象行お
届出対象規模(景観づ<り重点地区を除< )

水と緑を活かすソーン 安全で快適な住まいソーン 商業にぎわいソーン

建案物の建案など

建築物の新築、 増築、

改築又は移転

建築物の外観を変更

す る こ と と な る 修 繕

若 し く は 模 様 替 又 は

色彩の変更※ '

高さが10mを

超えるもの

高さが15mを

超えるもの

高さが10mを

超えるもの

敷地面積※ 2 が500 m 以上のもの※ 3

エ作物の建設など
工作物の新設、 増設、

改築又は移転

工作物の外観を変更

す る こ と と な る 修 繕

若 し く は 模 様 替 又 は

色彩の変更※ '

高 さ が 1 0 m を

超えるもの

ただし※34については

局 さ が 1 5 m を 超 え る も の

高 さ が 1 5 m を

超えるもの
高 さ が 1 0 m を

超えるもの

ただし※34については

l言1さが15mを超えるもの

開発行為
土地の面積が 500 ㎡以上

のもの

屋外における土石、

廃案物、再生資源

その他の物件の:確積

( 高 さ 1 m 以 上 の も
の)

物件の堆積に係る土地の

面積が500㎡以上のもの

又は堆積の高さが1 . 5 m を

超えるもの

※ 1  外観を変更することとなる修繕若し<は模様替又は色彩の変更・・・当該修繕などの対象となる面積が

各立面の面積の3分の1を越置えるもの

※ 2  同一の者が当該行為を複数の隣接する敷地において行うときにあっては、敷地面積はその敷地の面積

の合計とする。 ( 面 積 が 5 0  0㎡以上の開発区域における建築行為は届出対象となる)

づ

部:

※-3- 4_ 旗ざお並びに、 架空電線路用のもの、 電気事業法第2条第1項第1 7号に規定する電気事業者の保

安通信設備用のもの及び電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者の電気通信用のもの
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一変更前 一

届出対象行おのイメージ(水と線を活かすソーン)

敷地面積500 m2以上 敷地面積500 m2以上

土地の面積500 m2以上 土地の面積500 m 以上

届出対象行為のイメージ(安全で快適な住まいソーン )

敷地面積500 m2以上 敷地面積500 m2以上

属出対象行おのイメージ(商業にぎわいソーン)

敷地面積500 m 以上 敷地面積500 m 以上
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た だ し ※ 3 に

ついては高さ

が15mを超え

る も の

一変更後一

届出対象行おのイメージ(水と線を活かすソーン)

敷地面積500 m2以上 敷地面積500 m 以上

土地の面積500㎡以上 土地の面積500 m 以上

届出対象行為のイメージ(安全で快適な住まいソーン)

敷地面積500 m2以上 敷地面積500 m'以上

属出対象行おのイメージ(商業にぎわいソーン)

敷地面積500 m 以上 敷地面積500 m2以上

34


